
令禾口6年度特定健康診査委瓢契約書

高齢者の医療αX潅保に関する湛紳(晴口57甲去律第80 号。以下「淘という。)に基づき実施す

る、集団健診による特定健宗診査(糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健廣診査をいう。

以下同じ。)について、全国健康保険協会滋賀支部ほ力湯嚇氏委託元保険者一覧表に示す医療保険者

(以下「甲」という。)と公益財団法人滋賀県健康う'くり財団(以下「乙」という。)との間に、次

の条工頁により委青曳約を締佶する。

船貝ID

第1条甲は、特定健康診査を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。

(委託業務)

第2条甲が乙に委託する業務の内容は、「特定健支診査及て階定保剛泊、尊の実施に関する基準(平

成19年厚生労イ動省'令第157号。以下「実施基準」という。)」に基づき、"1採氏廊珍等内容表のとおり

とする。

2 業務は、乙が委言叙み約を締佶する市町の集団健診に併せて(以下「集団健診」という。)行うも

のとする。

3 特定健誇診査において、乙は、終了後速や力、に、法第23条の規定に基づく特定健康診査渓診結果

通失岐を作成し、受診した者に通矢吋るものとする。なお通知に当たっては、実施基準第3 条に基づ

き、特定健粛診査受診結果臣知表とイ并せて、受診した者が自らの健康状態を自覚し生活習慣の重要性

に対する関心と瑠羣を深めるために必要な↑静&を提供ずるものとする。

4 特定健支診査の実堀佶果については、乙が厚生労働省'の定める電子劇票澗柴式に基づく電子デー

タとして作成し、取りまとめ、甲の委託を受けて決済をイ弌1テする機関(以下「イV丁機闘という。被

用者郷貪の場合は室L会郷食診療報酬支払基金、市町木羽司保や国傭且合の場合は各都道府県の国民健康

傭貪団体連合会とする。)への遡寸を行うものとする。

側象者)

1;1第司条特定健宗診査は、実樹幾関に被郷食者ぎ正及び甲の発1予す、る特定健支診査受診券を提示した者
"(任資ネ圏卦皮郷貪者及びその樹夫養者、樹列潤謝皮郷貪者及Uこその被扶養者を含む。)を対象とし、二

乙において有亥^f艮等券面の内容を→ア分~に確認の上、実施するものとする。

.:'

(契ネ勺期間)

第4条この契約の有亥メ棚間は、令手口6年4月1日から令手口7年3月31日までとする。,

契約番号:2
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(毛きき畔斗)

第5条委ミ部溌よ、月1採氏内,よ書のとおりとする。

(委誇S斗の請求)

第6条乙は、特定健廣診査にっいては実施後速やかに受診者に結果を通知した後に、遅滞なくその

結果を取りまとめ、第5条の委誇き斗のうち特定健隶診査受診券の券面こ示された受診者あるい1誹リ用者

の自己負担分を差し引いた金額(以下曙青オ迭助という。)にっいて、別紙内訳書に定める支払剣牛

に基づき、イ弌オ刊幾関に請求するものとする。

2 乙が特定健支診査の実加矮託に関する集合的な契約を締佶している他の契約とりまとめ機関(全

国労働衛生団体連合会等)にも所属し、力yつ甲の一音g又は全部がその(他の契約とりまとめ機関との)
集合的な契約にも参加している場合に、他の契約に参加している当該甲の加入者である受診者あるい

1薪1」用者がその契約に参加してぃる乙にて特定健粛診査を受診する時の委言部斗の請求は次のように定

める。実施内容(特定健支診査の場合は健謬頁目等)が他の契約と本契約との間で一致中る場合は、

本契約が他の契約と比して単価が最も低い場合に限って、本契約に定める委言部斗から所定の自己負担

額を差し引いた額を請求することとする。また、他の契約の実施内容が本契約の内容と一致しない場

合は、乙が受診者に名契約の実施内容等の相違点を説明の上、受診者あるい1誹リ用者が本契約の実施

内容等を謝尺した場合に限り、本契約に定める委言部斗から所定の自己負担額を差し引いた額を請求ず

ることとする。

3 第1項における結果の取りまとめ及てN弌オ刊幾関への遡寸は、厚生労働省め定める電子獣票澗拓丈に

基づく電子データとして作成し、作成した電子データを樹内したファイルを、電子「青幸敗咽組織(代

行機関dX吏用に係る電子計算機叺出力装置を含む。以下同じ)と実樹幾関dX吏用に係る電子計算機

を電知_剛言回線で揚売した電子情報処瑞且織をいう。以下同じ。)により、実施後そ4凱度遡言する

か、ファイルを収録した電子媒体(FD、 MO、若しくはCD-R)を実施月の翌月5日までに提出

働限までに必着)する方法を採るものとする。なお、遡寸の期限がゴ優日、日曜日及び国民の祝日

に当たる場合は、その翌日を期限とする。

4 第1項の場合1こ為'いて、電子「欝敗咽ネ蹄哉dX吏用による請求は、イ弌オテ機関dX吏用に係る電子「誹艇

理組織に備えられたファイルへの言畄験ミなされたときに、イ弌オ刊幾関に到達したものとみなす。

(委謝S斗の支払い)

第7条甲は、乙から前条の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、前条に

定める請求に関わる電子データを受理した月の翌月21日(電子↑誹敗哩ネ且織dX吏用による場合であっ

て、イ弌オ訓幾関が受理した日が6日から月末までのものは翌々月の21日。)を基本として、甲とイ弌オラ機

関との間で定める日に、乙にイ弌オラ機関を通じG青メ迭頁を支払うものとする。

2 甲及て畔弌オテ機関の点検の結果、結果に関する内容について鳥麺がある場合は、イ弌1テ機関を通じて

請求者(乙)に返戻を行うものとする。この場合において、既に乙に支払われた委青畔斗については、

当該委言畔斗を支払った郷貪者又は他の郷貪者に対し乙が有する委言部斗に係る債権とのイ弌オテ機関を通じ

た司整、又は、当ヨ亥実焼義関からのイ弌オラ機関を通じた戻入による司睡を行うことができる。

3 請求者(乙)は盲傾の返戻を受けた場合において、再1亥第6条第1項の方法により請求を行うこと

ができる。
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(決済に失敗した場合の取扱い)

第8条乙において、被郷貪者証と特定健康診査渓診券の両方を確認冠ずに実施した場合は、乙の責

任・負担とし、甲から請メ噸は支払われないものとする。

2 乙において、被郷貪者証と特定健宗診査受診券を確認、しだ佶果、精巧な偽造等により特に鳥麺な

いとしカヰ"断できない場合は、甲の責任・負担とし、甲は請求額をイ弌オラ機関を通じて乙に支払うもの

とする。

3 乙において、特定健宗診査受診券ば言己載された内容と異なる業務・請求を行った場合は、乙の責

任・負担とし、甲から請求額は支払われないものとする。 ノ
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(再委託の禁上)

第9条乙は、甲が乙に委託する業務の全部又は→.Kを第三者に委託してはならない。ただし、乙が、

検査機器の不備等により、健診・保剛旨潮幾関に関する「運営についての重要事項に関する舞呈の概

要」において血液検査等の実施を委託することを予め明示しており、その明示している内容の範囲に

おいて業務の・→キ"を委託する場合には、この限りではない。

2 育lj工頁において乙が業務の→チrを委託して実施する場合、受診者及ひ禾1朔者の自己負担金の1物佼及

び第6条に規定する委青部斗の請求は実樹幾関が一元的に行うこととし、乙から業務の→1βを受託した機

関は受託した検査(1艮底検査においては判断も含む)のみを行うものとする。

裁に
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餓渡の禁上)

第10条乙は、甲が乙に委託する業務の全部又は・ム音Πを第二者に譲渡してはならない。

(事故及て湘、害の責イヨヲ

第11条実樹幾関が、業務の実施中に生じた軌戈及てドそ'の業務により生じた事数及て韻害については、

甲及び乙に故意又は重過失のない限り、乙がその負担と責任において列曜に当たるものとする。

2 育順の場合において、乙に故意又は重過失のない限り、その負担と責任について乙は甲及び乙と

協議するものとする。

3 前2項の取り決めについては、乙と実樹幾関との契約等において両者遵守するものとする。
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(個入「齢&の傭劃

第12条乙が当該掲劣を実施するに当たっては、特定健康診査の司擬の漏曳を防止すると共に、実施

担当者には新Z義務を課す等、関係法令を遵守することに加え、男1採則固人情報取扱注意事項や「医

療・介護凱系事業者における個入↑青報の適切な取扱いのためのガイダンス」及て略都道府県において

定める個人↑青報のa敷に係る剣列等に基づき、必要な個人↑青¥眼護対策を講じ、上記の夢頁やガイド

ライン等を遵守するものとする。

電じて

ては、
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うこと

(本人力喝の請求に基づぐ↑誹&開示)

,第13条第1条の規定に基づき甲の委託を受けて乙が実施した健康診査について、乙がその健康診査

の結果に係るデータを有している場合には、乙は、健支診査の受診者本人の請求に基づき、甲を経由



せず、当該データを当ヨ亥本人に対して開示することができるものとする。

2 盲腹の規定により開示を行う場合の費用にっいては、乙が受診者本人力、ら1物佼するものとする。

僕務等の調査等)

第14条甲は、健診・保贈邑削幾関に関する「重要郭頁に関する規程d)既要」に関する乙の仏宏内容
等に関し詳細を確認する等、甲が必要と認めるときは、乙に対し実樹幾関における業務の実施伏況等

を照会し、調査及て陣晧を求めることができる。

2 甲から肩φ頁の照会があった場合、乙1舗末やかに対応するものとする。

(契約飾鵬)

第15 条甲または乙は、甲または乙がこの契約に違反した場合は、この契約誘職できるものとする。
2 育lj工頁に関わらず、甲は>前条の照会結果等から、健診・保剛旨導に関する「重要亨頁に関する規

程の概要」に関する乙及び実樹幾関の,公表内容等が事実と異なり、それにより甲に大きな影響がある

場合は、この契約誘鵬できるものとする。

仮ネ士会傑鰐力例畭)

第16条甲及び乙は、そ才しぞ才レトH手方に対し次の各号の専頁を確約する。

(1)自らが、暴力団、暴力団凱系企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、

総称して「反で'会き携力」という。)ではないこと。

(2)自らの役員ぜ崎劣を遡テずる役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反でヒ会

的勢力でないこと。

(3)反室b会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締佶するものではないこと。

(4)本契約の有亥メ劇間内に、自ら又は第三者を利用して、次の1テ為をしないこと。

ア相手方に対する脅自的な言動又1コ暴力を用いる行為。

イ偽計又1才威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を劉負する行為。

(協翻

第17 条この契約に定めのなし連工頁が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議の上決

定するものとする。
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)。

甲及び乙は、この契約を証するため、本契糸捨2通を作成し、甲・乙言酪搾Πの上、各自 1通を保

有するものとする。

令手口6年4月1日
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呂1絲氏

区分

健診等内容表

基村サよ健診の
項目

既1主堕)調査K"庚胸^び喫唖習慣の状況に係る調査^)※1

身体計測

血中脂質検査
(中幽旨肪はどちらかの項目

の実施で可)

自地企伏及てN也地圭状の検査

血圧

詳細な健診の項
目(医師の判断に
よる追力噸目)※5

肝櫛剛余査

血糖検査
(いずれかの項目の実施で司)

※1 佑IJ支ヒ野占票詑須で1ガよしが、"R潮垂R^て既往歴1詩巴握ずる彪要がある。実樹紺剰力明&揮^の
れ張1こお'いて野胡票を使用する場合には、当該櫛剰にて断占票を準備ずる。

※2 中鬪翫が卯α鴫/d1以上である場合又は食後採血の場合は、[DLコレステローノレに代えてN。n釦Lコレステ

ローノレ総コレステロールカ、らIDLコレステローノレを除いたもの)て活到西を行うことができる。

※3 やtPを得司乞朗凱寺戈峅に採血を行い、肌AIOC、1GSPイ向を唄蛇しない場合ば食直後(食蔚鍬部劫喝 3.5
断占未満)を除き随寿血謁こよる血糖検査を行うことを可とする。

※4 生理中α攻性や、腎疾患等の基贈矣患があるために排邪章書を有している者に対する尿検査にっいては、検
査不能として実施を行わない場合も認めるものの、そのイ也の項目にっいては全て実施すること。実施されな
かった場合1コ完全に実施するまで何度も実施するか、未実陶及いとするにの場合甲から乙に委託費用は支払わ
才ゾよい)。

※5 詳細な俺珍の項目低e市の半噺による通噸助を実施する場合は、受診者に→ラフ~な説明を行うと掲こ、医
療郷貪者に送付する結果データ1こお'いてその理由を諾ボずることとする。

※唱特症健康診査d結果を受診者'1弓臥ける際には、結果内容に合わせた、勳缶基準第3条に基づく必要な情報
を提供ずるものとする。また、当該結果通知を対面により実施する場合、受診した者と特定健隶診査の実旛後
速昊功斗こ面談できなし場合1巡1遡こより実施するものとする。

身長
体重

尿1余査ヲ^4

腹囲

収荊制1血圧
BNⅡ

※7

ど

掲長期血圧
狸鄭寺中圏副方

貧血検査

卿寺中幽副方※7
王Ⅱ)Lーコレステローノレ

LDLーコレステローノレ※2

GOT

Gpr

ヘモグロビンA I C

γ一GTP

劉郷寺血糖

血清クレアチニン及びeGFR

脚寺血糖※3

心、電1図1食^
1艮圃余査

蛋白
赤郎求数
血色素量

ヘマトクリッM直

松

糖

特
定
健
康
馨
番



※7 やt9を得,セ副即寺上垪に採血を行う場合は、随寺中鬪識によ明旨質検査を行うことを可とする。
と1コ旅色食10 断占戈止とする。)

霪等の
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圏却寺
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呂1採氏

区分

基村勺ナよ健診の項目

内

詳細な健診

の項目
(医師の判断

による追力Π項

助

1人当たり委言部斗単価

(上段:税抜、下段:村鈎

貧血検査

慨11健診

、t.、、乍看1^

圭ミ
Ea

※1 委託卜斗単価には、電刊垪票幽隶弍データdX筒黒受診者へ4瑞果臣矢岬「青軸是関こ要する費用を含んだもの

とする。

"艮劇余査

血清クレア

チニン検査

及びeGFR

集団嵩分

フ,889円

(8,677円)

586円

(6"円)

1,300円

(1,430円)

支払剣牛

3,440円

(3,784円)

, 別ホ

・健診^"'後に一括

字

0円
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呂1採氏

1 基村'り夢頁

乙及び実樹幾関は、個人↑誹&の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、

個人の権ネ卵溢を侵害することのないよう、個人↑青報を適切1こ取り扱わなけ刈まならない。

2 秘密の側寺

乙及び実樹幾関は、との契約による業務に関して知ることができた個人'「静Rをみだりに他人に知

らせてはならない。この契約が終了し、又1鰯靴された後においても同様とする。

個入情報取扱注意亨頁

3 収集の市邨艮

①乙及び実樹幾関は、この契約による業務を処理するために個人「青報を収集するときは、業務の

目的を明確にするとともに、業務の目的を逢女ずるために必要雄包囲内で、適法力yy公正な手段

により行わなければならない。

②乙及び実樹幾関は、この契約による業務を処理するため個入t青報を収集するときは、本人から

収集し、本人レメ外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。

,だもの

4 禾1朔及て嘘供の伶4限

乙及び実施機関は、この契約による業務に関して知り得た個人1静&を契約の目的戈峅の目的のた

め1こ禾1」用し、又1コ第三者に提供してはならない。

5 i商正管理

乙及び実樹幾関は、この契約による業務に関して知り得た個人「静&の漏1曳滅失及びき損の防止

そdX也の個入t静&d)1商切な管理のために彪要な措置を講じなければならない。

6 再委託の禁上

乙及び実加竣関は、この契約江よる業務を行うための個人,↑青報の列嘘は、自ら行うものとし、第

三者にその列曜を提供してはならない。ただし、乙及び実樹幾関が、健診・保剛旨潮幾関に関する

「運営にっいての重要專頁に関する赫呈の概要」において血液検査等の実施を委託することを予め

明示しており、その明示している内容の範囲において業務の→.3を委託する場合には、この限りで

はない。

7 資卜斗等の遍窒等

乙及び実樹幾関は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙及て叉実樹幾

関自らが収集し、若しくは作成した個入↑青報が言晦された資米1等は、努劣完了後直ちに甲に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、甲が別にキ旨示したときは、その指示に従うものとする。



8 1t停者'への周知

乙及び実樹幾関は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び遮哉後におい

その業務に関して知ることのできた個入1誹&を他に漏らしてはならないこと及て腹ι約の目的上峅

目的に使用してはならないことなど、個人「哉&の偶睦に関し必要な亨頁を周知するものとする。

9 舞臨周査

甲は、必要があると認めるときは、乙及び実施機関がこの契約による業務の訓テに当たり取

扱っている個入「青報の状1兄について、脚寺実地に調査することができる。

10 事故幸晧

乙及び実施機関は、との契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったと

は、速やかに甲に幸晧し、甲の指示に従うものとする。

呂1係氏
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竜王

彦根

豊郷

甲良

多賀1

米原i
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集団健診実施市町一覧表

健診勳^名

藁圧江市

日里予町

〔

竜王町

＼
住戸斤

刻丘江市八日市部'『10番5号

健診・保贈日曳^関番号 2520700044

謝艮市

蒲生郡日野町河原1丁目1謝也

豊狐岡

蒲生郡竜王町小口3謝也

甲良町

連絡先

彦根市元町4番2号

多賀町

0748-24-5631

プぐ^畑375剛也

米原市

0748-52-6571

犬上郡甲良田1え生士353番1号

0748-58-1006

犬」^町多賀324劉也

キ

0749-22-1411

冴剣亰、市下多良3丁目3謝也

0749-35-8116

0749-38-3311

0749-48-8114

0749-52-1551

一
、



体名

^

北海

北海j1号

北海j

北海j

栗林i

北海i

楢崎■

L

、

^

^ー;'

北海ミ
険組

渓仁

北海ヨ

青森'

みちα

日本g

.

岩手金

岩手鼠

東北金ト

日本
組ム

東北貿

七十{

河北斎

ユアテ

東北し

東北操

宮城岬

仙台金

仙台伯

トヨタE

秋田儀

秋缶堀
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